
府中市マンション管理適正化推進計画 
（計画期間：令和４年４月～令和１２年３月） 

令和４年３月９日 

 

１ 府中市の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標 

本市の区域内におけるマンション数は、概ね６００棟、２．５万戸以上あると推

計され、住宅の総戸数の２割以上を占めており、市民の主要な居住形態として広く

普及しています。今後、高経年のマンションの急増が見込まれていますが、良質な

マンションストックを形成するためには、管理不全を予防し、適正な管理を促進す

ることが重要です。 

本計画では、次の目標を設定し、マンションの管理適正化を推進します。 

 

【目標１】管理組合による自主的かつ適正な管理の促進 

管理組合による自主的かつ適正な管理を促進するため、マンションの管理の適

正化の推進に関する法律（以下「法」といいます。）に基づく管理計画認定制度の

実施により適正な管理を誘導するとともに、マンション管理士等の専門家との連

携等により、管理の重要性や方法等についての普及・啓発及び管理組合の取組の

支援を行います。 

【目標２】管理状況届出制度等を活用した適正な管理の促進 

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例（以下「都条例」と

いいます。）に基づく管理状況届出制度を活用し、市内のマンションの管理状況

の把握を着実に進めます。 

 【目標３】管理の良好なマンションが適正に評価される市場の形成 

マンションの管理状況が市場で適切に評価され、資産価値の維持向上につなが

るよう、法に基づく管理計画認定制度の実施や同制度の周知等により、市場の環

境整備に取り組みます。 

 

２ 府中市の区域内におけるマンションの管理の状況を把握するために市が講ずる

措置に関する事項 

都条例に基づく管理状況届出制度について今後も確実に運用し、要届出マンショ

ンの管理状況の把握を進めるほか、要届出マンション以外の市内全域のマンション

の所在及び管理の状況について、実態把握を進めます。 

 

３ 府中市の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に

関する事項 

  法に基づき、管理計画の認定事務を実施します。また、法に基づく助言・指導等

を必要に応じて行います。さらに、都条例等により把握した管理状況等を踏まえ、

施策の充実を図ることについて検討します。 

 



４ 府中市の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指

針（府中市マンション管理適正化指針）に関する事項 

法第３条の２第２項第４号に基づく府中市マンション管理適正化指針を、国がマ

ンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に定めるマンション管

理適正化指針と同様の内容とします。 

 

５ マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

国や東京都の相談体制や各種施策のほか、市の支援策や管理計画認定制度等につ

いて、市の窓口・広報誌やホームページ等を通じて、普及・啓発を進めます。 

 

６ 計画期間及び位置付け 

本計画は、法第３条の２第１項の規定に基づき策定するマンション管理適正化推

進計画であり、同時に、第４次府中市住宅マスタープランの施策の展開で示したマ

ンションの適正管理に関する取組の実行計画として位置付けます。 

計画期間は、第４次府中市住宅マスタープランの計画期間と同じく、令和４年度

から令和１１年度までの８年間とします。 

 


